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＊この資料に関する問い合わせ先 

【包括連携協定に関すること】                           

             藤沢市役所 企画政策部 企画政策課 

担当：東（あずま）・森本 

内線：２１７５ 

直通：０４６６－５０－３５０２ 

           【カーボンニュートラルの実現に向けた取組に関すること】 

                  環境部 環境総務課 

担当：細谷・青島 

内線：３３１１ 

直通：０４６６－５０－３５２９ 

 
 
 

 

藤沢記者クラブ各位 

 

 

「カーボンニュートラル等の地域活性化に資する 

包括的連携協力に関する協定」を締結します 
～２０５０年カーボンニュートラルの実現を目指して～ 

 藤沢市、東京ガス株式会社（東京都港区海岸１丁目５番地の２０）、東京ガスエネ

ワーク株式会社（藤沢市片瀬９２番地）の３者は２０１７年（平成２９年）４月に「地

域活性化に資する包括的連携協力に関する協定」を締結し、マルチパートナーシップ

によるまちづくりを進めてまいりました。 

この度、本市におけるカーボンニュートラルの取組を一層進めることを目的に「カ

ーボンニュートラル等の地域活性化に資する包括的連携協力に関する協定」を新たに

締結することになりました。今後、この協定に基づき、二酸化炭素排出量が実質ゼロ

となる排出係数調整都市ガス※や政策形成を目的とした職員研修の実施、市内小中学

校での出前講座等の取組を進めます。 

なお、この協定については別紙のとおり、３者合同で記者発表をするものです。 

以 上 

※温対法 SHK 制度（「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・ 

公表制度）において調整後排出係数がゼロとなる都市ガスメニュー 


